
２宗コ協第６０４号  

令和２年１２月１５日  

 

宗像市監査委員 佐 藤 光 俊 様 

宗像市監査委員 小 林 栄 二 様 

 

 

 

宗像市長   伊 豆  美 沙 子    

                                 （市民協働環境部コミュニティ協働推進課 ） 

 

 

 

財政援助団体等監査の結果に基づく措置状況について（報告） 

 

 

  令和２年１２月４日付け２宗監第１５５号で通知のあった標記の件について、別

紙のとおり報告します。 

 



                                                            ( 別紙 ) 
                                                     

財政援助団体等監査の結果に基づく措置状況について（報告） 

（コミュニティ協働推進課）            実地監査実施日：令和元年１１月２２日       監査対象年度：平成３０年度 

指   摘   事   項 措   置   状   況 

【注意を要する事項】 

（１）宗像市農村女性の家の利用時間帯区分等については、宗像市農

村女性の家条例第１２条第２項に基づき、あらかじめ市長が承認

している。しかし、市長が承認していない取り扱いで許可されて

いる事例が見受けられるので、適正な事務処理を指導されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意を要する事項】 

（１）宗像市農村女性の家の利用時間帯区分等については、宗像市農村女

性の家条例第１２条第２項に基づき、あらかじめ市長の承認を得て定め

ていますが、当該承認事項と異なる取扱いを行う必要が生じた際には、

その都度必要な手続きを行うよう指導しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２宗子育第１７１７号  

令和２年１２月１４日  

 

宗像市監査委員 佐 藤 光 俊 様 

宗像市監査委員 小 林 栄 二 様 

 

 

 

宗像市長   伊豆  美沙子    

                                        （教育子ども部子ども育成課） 

 

 

 

財政援助団体等監査の結果に基づく措置状況について（報告） 

 

 

  令和２年１２月４日付２宗監第１５５号で通知のあった標記の件について、別紙

のとおり報告します。 

 



                                                            ( 別紙 ) 
                                                     

財政援助団体等監査の結果に基づく措置状況について（報告） 

（子ども育成課）            実地監査実施日：令和元年１１月２２日       監査対象年度：平成３０年度 

講   評   事   項 措   置   状   況 

【改善を要する事項】 

（１）指定管理者の緊急時対策、防犯、防災対策及び利用者の安全対策

について、定期的な避難訓練等は行われている。しかし、指導員の

役割分担等の詳細なマニュアル等が作成されておらず、緊急時対策

等を十分に把握できていないため、指定管理者と情報共有されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改善を要する事項】 

（１）指定管理者の緊急時対策、防犯、防災対策及び利用者の安全対策に

ついて、指導員の役割分担等の詳細なマニュアル等が作成されていな

かったため、作成するよう指導しました。 

また、緊急時に指導員がマニュアルをすぐに確認できるように、学

童保育所内に役割分担等のマニュアルを提示するよう指導し、マニュ

アルが学童保育所内に提示されていることを子ども育成課職員が確認

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２宗文ス第５０８号  

令和２年１２月１５日  

 

宗像市監査委員 佐 藤 光 俊 様 

宗像市監査委員 小 林 栄 二 様 

 

 

 

宗像市長   伊 豆  美 沙 子    

                                    （市民協働環境部文化スポーツ課） 

 

 

 

財政援助団体等監査の結果に基づく措置状況について（報告） 

 

 

  令和２年１２月４日付２宗監第１５５号で通知のあった標記の件について、別紙

のとおり報告します。 

 



                                                            ( 別紙 ) 
                                                     

財政援助団体等監査の結果に基づく措置状況について（報告） 

（文化スポーツ課）            実地監査実施日：令和元年１１月２２日       監査対象年度：平成３０年度 

講   評   事   項 措   置   状   況 

【注意を要する事項】 

（１）基本協定書第１３条第３項で、指定管理者は審査基準、標準処理

期間及び処分基準を定めて公にしておくとともに、これらを市に届

け出るよう規定しているが、指定管理者が審査基準等を定めていな

いため、適正な事務処理を指導されたい。 

 

（２）業務仕様書で指定管理者が作成するよう定めている緊急時対策、

防犯、防災対策及び利用者の安全対策のマニュアルが作成されてい

ないため、適正な事務処理を指導されたい。 

 

 

 

【注意を要する事項】 

（１）審査基準、標準処理期間及び処分基準について指定管理者に指導を行

い、宗像市弓道場に掲示するとともに、市に届出を受けています。 

 

 

 

（２）緊急時等のマニュアルの作成について指定管理者に指導を行い、指定

管理者が作成したマニュアルの提出を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




